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地産地消とは？

地産地消は、「地域で生産されたものをその地域で消費すること」を基
本とした活動ですが、コミュニケーションを伴い農産物が行き来するものと
して、広がりをもって考えることが必要です。

直売所
地場農産物
を提供する
直売所の設置

量販店
地場農産物
コーナーの
設置

学校給食
地場農産物を
活用した学校
給食の実施

交流活動
消費者と生産者
の意見交換会や
試食会の実施

どのような活動があるの？

この他にも、観光での取組、地場農産物の加工、情報提供活動など多様
な活動が行われています。



１産地直売所当たりの産地別年間販売額
　　　　　　　　　　　(市町村、農協が設置したもの２，９８２ヶ所）

産地直売所

販売総額

7,462万円

（100．0％） 地場産

4,759万円

（63．8％）

不明

1,866万円

（25．0％）

その他

355万円

（4．8％）

地場産を除く県内産

483万円

（6．5％）

小・中学校における地場農産物使用状況

小・中学校
1,636校
（100．0％）

恒常的に使用している
（76．6％）

平成15年度に試
験的に使用した
（6．8％）

使用していない
（14．0％）

わからない（1．3％）

過去に使用したが平

成15年度は使用し

ていない（1．2％）

データで見る地産地消 〔農林水産省 平成１６年度農産物地産地消等実態調査〕

○市町村又は農協が設置した産地直売所数は、全国２，９８２ヶ所あり、１ヶ所当たりの年間販売
総額は７，４６２万円で、そのうち、地場農産物（当該市町村、隣接市町村で栽培された農産物）
は４，７５９万円で６３．８％を占めている。

○公立の小・中学校及び共同調理場（調査対象１，６３６ヶ所）における地場農産物の使用状況は、
「恒常的に使用している」が７６．６％で、「使用していない」（１４．０％）を大幅に上回っている。

＜消費者＞

○ とにかく新鮮！
身近な場所でつくられた新鮮な農産物
が食べられる。

○ 安心感がある！
直接見て、聞いて、話して生産状況が
確かめられる。

＜生産者＞

○産地の競争力を強化！
消費者ニーズが即座にわかる。
○ 収益アップ！
流通コストの削減につながる。

○ 多様な販売方法！
数量がまとまらなくても、規格から少し
外れても、販売できる。

・生産者と消費者の信頼関係の構築
・消費者ニーズの把握と生産現場への活用
・「食」や「農」についての理解
・農業者の所得の多様化

地産地消に取り組むメリットは？
－消費者と生産者の「顔が見え、話ができる」関係をつくります－

地産地消は、流通やコミュニケーションに加え、食への理解・関心を高
めることを通じて、食育の推進にも寄与するものです。
【食育基本法】
（前文）
・・・様々な経験を通じて「食」に関する知識と「食」を選択する力を習得し、健全な食活を実践す
ることができる人間を育てる食育を推進することが求められている。・・・
（第２３条）
国及び地方公共団体は、・・・農林水産物の生産された地域内の学校給食等における利用その
他のその地域内における消費の促進、・・・等必要な施策を講ずるものとする。



地産地消の活動における地域の関係者の役割は？

－地域内で連携した活動が重要です－

例えば、「学校給食に地場農産物をもっと取り入れたい」場合…

市町村
生産者・農協と教育委員会の
検討会を開催

生産者・農協
新鮮な地場農産物を生産
農業体験会を開催

学校給食会
地場農産物を活用した食
材を提供

栄養士・教育委員会
親子給食会を開催
地場農産物を活用した献立づくり

学校栄養関係機関
地場農産物の情報誌を発行

消費者団体
消費者モニタリングや
交流会

（活動主体とその役割の一例）

地産地消の活動は、地域内の連携が必要です。
地域の関係者がどのような役割が必要かを検討する場づくりや

実行するための具体的な計画づくりを進めましょう。

地産地消の活動には、多くの関係者の皆さんに様々な役
割が期待されています。
地産地消を盛り上げるためには、互いの情報を共有し、連
携して取り組むことが大切です。

連携



推進体制の一例

地域の皆さんが連携して、実践的な地産地消推進計画づくりを進めましょう。

○地産地消を活かした産地づくり

○生産者と消費者の交流活動

○直売所などにおける取組

○学校、福祉施設における取組

○観光施設、外食産業などにおけ

る取組

○地産地消の人材育成、情報提供

など

地産地消推進計画の内容（例）

地産地消の実践的な計画の策定に向けて

農林水産省では、食料・農業・農村基本計画に基づき、農政改革推進本部の元で、地
産地消をはじめとする各般の施策につき、関係部局が連携を取りながら進めています。

農林水産省

東北農政局

関東農政局

北陸農政局

ＴＥＬ ０４８－６００－０６００（代表）

生産経営流通部 農産課 （内線３３０７）

ＴＥＬ ０７６－２６３－２１６１（代表）

生産経営流通部 農産課 （内線３３１５）

東海農政局
ＴＥＬ ０５２－２０１－７２７１（代表）

生産経営流通部 農産課 （内線２４１６）

近畿農政局
ＴＥＬ ０７５－４５１－９１６１（代表）

生産経営流通部 農産課 （内線２３１１）

中国四国農政局
ＴＥＬ ０８６－２２４－４５１１（代表）

生産経営流通部 農産課 （内線２４１６）

九州農政局
ＴＥＬ ０９６－３５３－３５６１（代表）

企画調整室 （内線４１１２）

［沖縄総合事務局］
ＴＥＬ ０９８－８６６－００３１（代表）

農林水産部農産園芸課 （内線３７９）

ＴＥＬ ０３－３５０２－８１１１（代表） ＦＡＸ ０３－３５０２－８５１８

生産局総務課生産振興推進室 （内線３４９１ ３４９５）

お問い合わせ先

ＴＥＬ ０２２－２６３－１１１１（代表）

生産経営流通部 農産課 （内線４０８９）

計画づくり

市町村

農協 生産者

県団体

消費者県

流通

計画づくり

市町村

農協 生産者

県団体

消費者県

流通


